
１： 昭

２： 平

無・有

円＋ ×１％ ㋐Ⅲ
円（多）
円＋ ×１％ ㋑Ⅱ
円（多）
円＋ ×１％ ㋒Ⅰ

― 44,400 円（多）
円㋓

35,400 円㋔
24,600 円（多）

18,000 円 一般 (個人) 57,600 円 一般 (世帯)

円

⑰

被保険者（申請者）
住所

氏名

市区町村長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（　　　　　　　　　　　　　　　　円-267,000）
(　　　　　　　　　　　　　　　円）

(　　　　　　　　　　　　　　　円）

(　　　　　　　　　　　　　　　円）

令和8年4月　改訂

※

252,600

　入・外・調　（　　　　　　　　　　　　　　　）

　入・外・調　（　　　　　　　　　　　　　　　）

　入・外・調　（　　　　　　　　　　　　　　　）

　入・外・調　（　　　　　　　　　　　　　　　）

80,100

57,600

支給算出額

140,100
167,400

　入・外・調　（　　　　　　　　　　　　　　　）

　入・外・調　（　　　　　　　　　　　　　　　）

(　　　　　　　　　　　　　　　円）

銀 行 等 口 座 口 座 預 金 種 別

組合
支　店

店

診 療 合 計 点 数

月

①

　　

　はい（制度名　　　　　）

単独・合算の別

円

２．一部負担金の割合について、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を提出された方

年

⑯ 入 院 ・ 通 院 の 別 入院・通院

費用徴収

有・無　いいえ

円

費用徴収

　いいえ 有・無

医 療 機 関 等 で 支 払 っ た 額

　いいえ 有・無

　はい（制度名　　　　　）

診療点数×１０円

（　　　　　　　　　　　　　　　　円－558,000）
(　　　　　　　　　　　　　　　円）

93,000

（　　　　　　　　　　　　　　　　円－842,000）

被

保

険

者

が

記

入

す

る

と

こ

ろ

⑤
名
称

－

⑩ 療 養 を 受 け た 者 の 氏 名

⑨
診
療
月

⑥
所
在
地

年

預 金 口 座 名 義 人 氏 名

入院・通院

　はい（制度名　　　　　） 費用徴収

③　　生　　年　　月　　日被保険者等記号・番号

円

④ 被 保 険 者 （ 申 請 者 ） 氏 名
（フリガナ）

健康保険高額療養費支給申請書（第　　　回）

電話番号（　　　　）　　　　－　　　　　　　

◎
記
入
方
法
に
つ
い
て
は
記
入
例
を
ご
覧
く
だ
さ
い

。
　
◎
請
求
月
ご
と
に
一
枚
作
成
し
て
く
だ
さ
い

。
　
◎
領
収
証
の
コ
ピ
ー

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

。

１．普通　２．当座　３．通知　４．別段

② 日月

相続人からの申請の場合は被保険者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●７０歳以上の方で過去１年間のうちに次に掲げる事項に該当された方は番号に○をつけてください

電話番号（　　　　）　　　　－　　　　　　　

事
業
所

多数該当の別

⑧　被　保　険　者　（　申　請　者　）　　住　所　・　電　話　番　号

単独・合算

⑦ 郵 便 番 号

70歳未満　・ア・イ・ウ・エ・オ　/70歳以上75歳未満　・現役並Ⅲ・現役並Ⅱ・現役並Ⅰ・一般所得者所得等の種類

3

医 療 機 関 等

⑬ 上 記 の 医 療 機 関 等 で

療 養 を 受 け た 期 間 ・ 実 日 数

　　年　　月　　日から
日間

生 年 月 日 （ 続 柄 ）

⑪ 傷 病 名

昭・平・令　　　年　　　月　　　日（　　　）

⑫ 療 養 を 受 け た 名 称

所 在 地

日間

1 2

昭・平・令　　　年　　　月　　　日（　　　）

　　　年　　月　　日まで

預 金 口 座 番 号

１．「健康保険限度額適用・標準負担減額認定証」を所持された方

　　年　　月　　日から

　　　年　　月　　日まで

　　年　　月　　日から

　　　年　　月　　日まで
日間

⑭上記で受けた療養に対して

昭・平・令　　　年　　　月　　　日（　　　）

電話（　　　）　     　－

⑲ 代 理 人 住 所 ・ 電 話 番 号

受
取
代
理
人
欄

農協 出張所

被保険者（申請者）との関係⑱ 代 理 人 氏 名

↑事業所への受領委任をお願いしております。被委任者指定口座をご記入ください。
↓受取代理人欄にご記入ください。

(　　　　　　　　　　　　　　　円）

↑市区町村民税が非課税の場合に、市区町村長の証明を受けてください。

※在職中の方へ

本請求に基づく給付金の受領に関する権限を代理人に委任します。

社　会　保　険　労　務　士　氏　名

　　　年　　　月　　　日

　　　　年　 　月　 　日

×　１・２・３・限・多　＝

×　１・２・３・限・多　＝

⑮他の制度により自己負担額相当額

又はその一部の支給を受けますか

上記④の被保険者には、　　　　　年度の市区町村民税が課されていないことを証する。

振
込
口
座

入院・通院

銀行

金庫

×　１・２・３・限・多　＝

算定基礎

　　　 診療点数 自己負担額

×　１・２・３・限・多　＝

×　１・２・３・限・多　＝

×　１・２・３・限・多　＝

大阪府電気工事健康保険組合



高額療養費の支給要件、その他留意事項 平成３０年８月～ 

大阪府電気工事健康保険組合 

 

１．次の区分により保険診療分として支払った医療費の自己負担額（柔道整復師等の施術で支払った自己負担相当額を含む。 

ただし、入院時の食事負担、室料の差額、歯科の材料差額等、保険診療とならないものは除く）が、２の計算式により算出した 

自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。 

①各月毎（毎月１日から末日まで） ②医療機関毎（旧総合病院の場合は各診療科毎） ③入院・外来毎 

2.自己負担限度額（３０年８月～） 

70歳未満の方の自己負担限度額  70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額 

所得

区分 

自己負担限度額 

【所得区分詳細】 
多数該当  所得区分 

個人単位（外来のみ） 世帯単位（入院含む） 
多数該当 

【所得区分詳細】 

ア 
252,600円＋(医療費-842,000円)×1% 

【標準報酬月額８３万円以上】 
140,100円  現役並所得者Ⅲ 

252,600円＋(医療費-842,000円)×1% 

【標準報酬月額８３万円以上】 
140,100円 

イ 
167,400円＋(医療費-558,000円)×1% 

【標準報酬月額５３万円以上７９万円以下】 
93,000円  現役並所得者Ⅱ 

167,400円＋(医療費-558,000円)×1% 

【標準報酬月額５３万円以上７９万円以下】 
93,000円 

ウ 
80,100円＋(医療費-267,000円)×1% 

【標準報酬月額２８万円以上５０万円以下】 
44,400円  現役並所得者Ⅰ 

80,100円＋(医療費-267,000円)×1% 

【標準報酬月額２８万円以上５０万円以下】 
44,400円 

エ 
57,600円 

【標準報酬月額２６万円以下】 
44,400円  

一般所得者 

18,000円 57,600円 

44,400円  
【標準報酬月額２６万円以下】 

オ 
35,400円 

【以下ａ，ｂどちらかに該当する場合】 
24,600円  

外来の年間上限144,000円 

（8月1日～翌年7月31日までの合計） 

    低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円  

    低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円  

 

ａ．被保険者が療養のあった月の属する年度(４月から７月診療分については前年度)分の市町村民税が課税されない場合 

     (市町村民税の非課税に関する市町村長の証明書を添付するか、申請書の一番下の欄に証明を受けてください) 

  ｂ．被保険者又は被扶養者が療養のあった月の属する年度において生活保護法の被保護者等である場合 

    (診療月以前に福祉事務所で決定された保護開始決定通知書、保護変更決定通知書、保護廃止決定通知書等の写を添付してください 

この通知書の写には、事業主、民生委員又は福祉事務所長の原本証明をうけてください) 

    ※同一年度(上記ａに該当する者にあっては、８月１日から翌年７月３１日)の間において、既に証明書等を提出している場合は、 

同一年度内の申請に際して再度証明書等を添付する必要はありません。 

現役並Ⅰ～Ⅲ：標準報酬月額が28万円以上である70歳以上75歳未満の被保険者及びその70歳以上75歳未満の被扶養者等 

    ※70歳以上75歳未満の被保険者及びその70歳以上75歳未満の被扶養者等の前年(１月～８月の診療月の場合は前々年) 

一般所得者：標準報酬月額が28万円未満である70歳以上75歳未満の被保険者及びその70歳以上75歳未満の被扶養者等 

低所得者Ⅱ：オと同様 

低所得者Ⅰ：低所得者Ⅱに該当する方で、一定の基準を満たす場合 

３．世帯合算……上記１の区分により保険診療分として支払った医療費の自己負担額(柔道整復師等の施術で支払った自己負担相当額を含

む)ただし､入院時の食事負担､室料の差額、歯科の材料差額等､保険診療とならないものは除く)のうち､同一月に 21,000円以上(70歳以上75

歳未満の方については全ての自己負担額)のものが複数あるときは、それらを合算した額が上記２の計算式で算出した自己負担限度額を超

えた場合に、その超えた額が支給されます。 

４．多数該当……過去1年間に既に3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けている場合の4ヶ月目以降は、上記２の区分により支払った自己負

担限度額が表の｢多数該当｣の額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。 

５．一定の制度により自己負担相当額について給付を受けられる場合は、この高額療養費は支給出来ません。ただし、実際に費用徴収された

場合で、一部負担金に相当する額が21,000円以上のもの(70歳以上75歳未満の方については全ての自己負担額)については、費用徴収の

多少に関わらず、実際に徴収された費用は上記3の世帯合算の対象となります。 

６．年間上限……70歳以上75歳未満の方のうち、一般所得者については、年間上限額が定められています。8月1日～翌年7月31日の自

己負担額合計が144,000円を超えていて、なおかつ7月31日時点で所得区分が一般所得者である方が対象になります。 

 

◎後期高齢者医療制度による医療を受けられる場合は、健康保険でこの給付は行いません。（広域連合の方へご請求ください） 

  （ただし、月の途中で７５歳の誕生日を迎えた場合、移行した後期高齢者制度と移行前の医療制度それぞれその月の自己負担限度額が１／２となります） 

◎高額療養費の支給額は医療機関から提出される書類(レセプト）により決定しますが、審査機関(支払基金)を経て組合に到着するまでに 

２ヶ月ほどかかる為、支払の時期は、療養を受けた月から少なくとも３ヶ月程後になります。 

◎支給申請の際には医療機関に支払をされた領収書の写を添付してください。 


